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Ⅰ  私たちが目指す「林地保全に配慮した林業」  

１  はじめに  

近年、私たちの地域では、森林資源の充実に伴い、皆伐が増加傾向にあり林

業生産活動が活発になっています。一方、地球温暖化に伴う異常気象による土

砂災害が頻発化・激甚化する中、多くの方々が森林の土砂災害を防ぐ機能を再

認識し、地域住民をはじめとする皆様が、その継続的な発揮への期待を寄せて

います。 

こうした状況を踏まえ、熊本県では「災害に強い森林づくり（災害のリスク

を低減させる森林づくり）」として、経済活動としての林業と県土保全の両立

ができるよう、林地保全に配慮した林業の検討を進めて参りました。 

林業者の皆さまにおかれては、これまでも「山を荒らしたくない」という思

いがある中で、「山の地形は複雑で、どこにどのような危険があるかわからな

い」、「危険な場所での林業の進め方は、どのようにしたらよいのかわからな

い」などのお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 

本ガイドラインでは、森林所有者や現場で林業に従事される皆さま向けに、

山の危険な場所の見つけ方やそれに対応する林地保全のための施業の方法をわ

かりやすくまとめています。皆様におかれましても、現場での災害に強い森林

づくりの実践に向けて、ぜひご活用をお願いします。 
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２  適地適業の実践  

林地保全に配慮した林業を行っていくためには、「適地適業」の考え方が重

要になります。ここでいう「適地適業」とは、それぞれの林地での災害発生の

危険性を考慮しながら、山の地形に合わせた林業を行うことです。 

実際の現場では、地形や林地での災害発生の危険性から見た林業の「適地」

と「不適地」は混在しています。そのため、崩壊の危険性のある場所を見極め

てあらかじめ回避することなど、減災に向けた取組を一つでも多く実践するこ

とが重要です。 

 

 

 

適地適業を実践した理想の姿 
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３  崩壊発生の条件  

現場において崩壊の危険性を判断するためには、林地の崩壊が発生する条件

を踏まえる必要があります。その条件とは次の３点であり、すべてが揃うこと

で崩壊の可能性が格段に高まります。 

 

急 傾 斜 で あ る：斜面崩壊は３０°から顕著になる 

(水で) ：地盤が手で砕けるほど風化している 

(土を)流 す 水 が あ る：地下水が多い。土を絞ると水が出る 

※なお、地盤の亀裂から地下水は浸透するため、地下水が多い場所は一般に地盤が風化します。 

 

次章では、図面の活用や現地での植生や樹木の形状を確認することで、これらの条

件に合致する場所を把握していきます。 
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Ⅱ  施業地での崩壊の危険性の判断方法  

本章では、施業地について 

１ 図面による崩壊の影響や危険性の判断 

２ 植生や樹木の形状による危険性の確認 

を行います。 
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１ 図面による崩壊の影響や危険性の判断 

図面を活用して、施業地と保全対象との位置関係や崩壊の危険性が高い地形

を把握し、崩壊の影響や危険性を判断する方法を説明します。 

活用する図面は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の資料は、令和４年度から熊本県が WEB サイトを通じて、県全域を

閲覧できるようにする予定です。 

 

② 傾斜区分図 

地形の傾斜を段階的に色分けした図 

③ CS 立体図（ｐ9 参照） 

詳細な地形の凹凸を直感的に目視できる図 

④ 地質図 

地質の種類を色分けした図 

① 保全対象距離図 

保全対象を到達点として土石流が流下する距離

を段階的に色分けした図 
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（１）施業地と保全対象との位置関係の把握 

 土石流が住宅地や公共施設といった保全対象へ到達する可能性を把握するた

めに、保全対象距離図を使用し、施業地が保全対象からどれくらい離れている

かを確認します。 

この図面において、保全対象までの距離が 2km 以内の範囲で施業する場合

は、林地崩壊を発生させないよう、次項から説明する判断方法により、施業地

が崩壊する危険性を確認します。 

特に、保全対象までの距離が 500m 以内の場合は、皆伐や作業道や集材路の

開設といった道づくり（以下「道づくり」という。）はできるだけ避けるよう

にします。 

既往の研究によれば、土石流による流下は 9 割が 500m 程度流下しており、2km 程度

流下した例も確認されています。 

 

  

凡例（保全対象まで
の距離） 

■：0～500ｍ 

■：500m～1.0km 

■：1.0km～1.5km 

■：1.5km～2.0km 

保全対象距離図の例 

本図では保全対象を到達点として土石流が流下する距離を段階的に色分けしています。 

 

地形図上の
保全対象 
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【参考１】保全対象への影響の確認に活用できる WEB サイト 

より詳しく保全対象への影響を検討したい方へ、熊本県の WEB サイトを参

考に紹介します。 

① 山地災害危険個所マップ 

危険地区に指定された区域は、山地災害が発生する危険性が高い場所で

す。山地災害危険地区は、熊本県農林水産部森林局森林保全課が HP で公開

しています。 

 

② 土砂災害情報マップ 

指定区域は、大雨や地震が発生したときに、土砂災害が発生する可能性

のある場所です。土砂災害警戒区域は、熊本県土木部河川課が HP で公開し

ています。 
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（２）崩壊の危険性が高い地形の把握 

① 急傾斜地の把握 

崩壊３条件の一つとなる「急傾斜」に該当する場所を把握するため、傾斜区

分図を使用し、施業地の傾斜を確認します。 

この図面において、傾斜が 35°以上の場所では、皆伐や道づくりはできるだ

け避けるようにします。 

崩壊は傾斜が 25°から発生し、30°から増えはじめ、特に 35°以上ではその危険性

が顕著です。 

ただし、崩壊は 25°から発生、地すべりは 20°から発生すると言われてい

るため、傾斜が 35°未満の場所で施業する場合も、林地崩壊を発生させないよ

う、次項から説明する判断方法により、施業地が崩壊する危険性を確認しま

す。 

  

凡例（傾斜角） 

■：30°～35° 

■：35°～40° 

■：40°～ 

傾斜区分図の例 

本図では地形の傾斜を段階的に色分けしています。 
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② 危険性が高い地形の把握 

CS 立体図を使用して、崩壊の危険性が高い地形（危険地形）があるかを

判断します。まずは広域的な視点から、その後は詳細な視点から危険地形

を把握します。 

【参考２】CS 立体図とは（Curviature Slope 曲率と傾斜による立体図法） 

① 図面上、凹んだ地形（谷部）は青色、盛り上がった地形（尾根部）は赤

色で表現されます。緩傾斜地は淡い色、急傾斜地は濃い色で表現されます。 

 

 

 

 

 

 

②  等高線だけでは読み取れない地形も、深さや形が異なることが読み取れ

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

平坦地 

谷 

尾根 

大きい谷地形 危険地形（後述） 

等高線ではわから

ない谷の始まり 

急傾斜地 

※CS 立体図についてのより詳細な情報は、以下の URL をご参照ください。 

 FOSS4G 2017 Tokyo ハンズオン・CS 立体図を用いた地形判読 

 https://www.slideshare.net/osgeojapan/csfoss4g-2017-tokyo 
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ア 広域的な視点での危険地形の把握 

 広域的な視点で色の濃淡による危険地形の把握を行います。 

(ⅰ)  明らかに色が濃い場所は、過去に崩壊や土石流が起き、急傾斜で凹

凸が激しい危険地形であるため、皆伐や道づくりは避けるようにしま

す。（侵食域） 

(ⅱ)  明らかに色が薄い場所は、長期間にわたり崩壊が起きておらず、凹

凸の少ない平坦な地形であるため、皆伐や道づくりをしても崩壊が発

生しにくい林業適地です。（非侵食域） 

(ⅲ) 前記(ⅰ)、(ⅱ)以外の場所は、崩壊が発生しやすい地形と崩壊しに

くい地形が混在する場所です。（侵食移行域） 

 

  

CS 立体図での色の濃淡の例 

白い丸で囲んだ箇所は、色が濃く、過去に崩壊
や土石流が発生しています。（侵食域） 

黄色丸で囲んだ箇所は、色が薄く、過去に崩壊
が起きていない林業適地です。（非侵食域） 
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【参考３】危険地形の概要 

山地の地形は崩れやすさから、侵食域、非侵食域、侵食移行域の３種類に区

分されます。 

侵 食 域：過去に崩壊や土石流が発生した場所です。急傾斜で地下水も多

いので、今後も繰り返し崩壊が発生します。 

非 侵 食 域：過去に崩壊が発生していない場所です。傾斜が緩い場合が多

く、崩れにくい性質があります。 

侵食移行域：侵食域より凹凸が小さく、非侵食域よりも凹凸が大きい、両者

の中間です。地表の凹凸の大きい場所は、次の豪雨で崩壊が発

生する可能性が高くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
山地の崩れやすさと望ましい森林管理のあり方 
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イ 崩壊発生源となる地形の凹凸の把握 

広域的な視点での把握において、危険地形（侵食域）と判断されなかっ

た場所でも、部分的には危険地形が含まれることがあるため、詳細に地形

の形状を確認します。この確認では「崩壊の発生源」となる青いくぼ地を

見つけます。 

このくぼ地が集まりうろこ状になっている場所は、斜面が面的に崩れ始

めており崩壊の危険性が高いので、皆伐や道づくりは避けるようにしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横から見た図 

 

くぼ地は、斜面上部が青色に、
斜面下部が赤色に見えます。 

真上から見た図 

CS 立体図での「崩壊の発生源」（くぼ地）の例 

うろこ状になった「崩壊の発生源」（くぼ地）の例 

白で囲んだ箇所は、く
ぼ地が集まりうろこ状
になっています。 
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【参考４】崩壊の発生源が集まる地形の種類 

以下は崩壊の発生源が多くみられる地形であり、それぞれの地形の特徴、

CS 立体図での見え方を参考に紹介します。 

① 凹地形 

 過去の崩壊でできた地形です。上部が崖で急傾斜になっており、面

的に窪んで見えます。下部に湧水点があり、地下水が多く崩壊の危険

性が高い場所です。 

② 断層 

 断層は過去の地震で地表面がずれた地形であり、断層に沿って三角

形の断面が見えます。また、断層に沿って、岩盤が砕かれ脆くなった

「破砕帯」の範囲では、水が地下に浸透しやすく、崩壊の危険性が高

い場所です。 

湧水点 

 

断層 

破砕帯の範囲 

（想定） 

凹地形 
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③ 地すべり地形 

 地すべりの頭部には半円状の急斜面や崖があり、その直下に陥没地

や平坦地があります。両側の谷や斜面末端では湧水が出ます。斜面末

端に道を横断させると抑えがなくなり、土砂が動き出す危険性があり

ます。 

  

④ 土石流扇状地（沖積錐・崖錐） 

 崩積土は過去に土石流が堆積した地形です。谷の出口で等高線の向

きが尾根状に変わります（2～8°程度の緩傾斜）。大規模な崩積土ほ

ど、過去に度重なる土石流が起きており、上流部は崩壊の危険性が高

い場所です。 

 

等高線の向き 

 

谷 

※①～④の地形についてのより詳細な情報は、以下をご参照ください。 

 「杣人の心得 森林-林業技術者のための林地の災害リスクの基礎知識(2022)」 
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【参考５】地質図から崩壊の危険性の把握 

地質図とは岩石や地層ができた時代や岩石の種類等を示した図です。 

異なる地質の境目（地質境界）では、接する２つの岩盤の間に必ず硬軟の

差が生じます。一般的に、より風化の進んだ岩盤のほうが強度は低く、水が

浸透しやすいことから、軟らかい岩盤の方で崩壊が発生するため、崩壊が発

生しやすい場所です。 

特に、色が入り混じった場所は、過去に様々な地殻変動を多く受けている

ため、崩壊の危険性が高くなります。 

また、地形図には、現地調査により確認された断層や、周囲の地層の状態

から判断された推定断層についても示されています。 

 

 

 

  

地質図の例 

色が入り混じった場所 

異なる地質の境目 

（地質境界） 

断層 

※地質図についての情報は、以下の URL をご参照ください。 

 産総研地質調査総合センターウェブサイト(2020) 「地質 navi」 

 https://gbank.gsj.jp/geonavi/ 
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２  植生や樹木の形状による危険性の確認  

本項では、図面で把握した危険地形の精度をさらに高めるため、現地の植生

や立木の曲がりの状況を確認します。 

（１）植生の状況からの地下水の存在の確認 

地面に大きいサイズの“シダ”が繁茂していたり、立木の樹皮が隠れるほ

ど“コケ”が付着していたりする場所には地下水があります。 

その場所が危険地形に該当すれば、崩壊の危険性は高まりますので注意が

必要です。 

 

 
水分量によるサイズの違い 

※大きいほど地下水が多い 

イノデ ジュウモンジシダ 

ウラジロ ナチシダ 

水を好むシダ植物 

樹皮が隠れるほど付着した黒いコケ 地表面に繁茂しているシダ 

地下水が多い場所に生息する植生 
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【参考６】地下水が多い場所に生息する“コケ※” 

地下水が多い場所に生息する“コケ”を参考に紹介します。 

① 立木の樹皮に付着し生息する“コケ” 

樹皮に付着する“コケ”も水分量で種類が変わります。水色＜黒色＜オ

レンジ色の順で水をより好みます。 

 

 

 

② 立木の根元や地面に生息する“コケ” 

水分が多いほど木の根元の“コケ”は高い位置に付着します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常水がある地面には、以下の“コケ”が出現します。 

 

 

 

 

 

※ 分類学上、様々な種類がありますが、ここでは“コケ”と総称します。 

オキナゴケ 

コムチゴケ 

クモノスゴケ 

水色 

レプラゴケ 

黒色 

ハコネイボコケ 

オレンジ色 

スミレモ 

ゼニコケ ジャコケ クモノスゴケ 
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（２）樹木の形状による危険地形の確認  

斜面上部の立木が上向きに曲がり、斜面下部の立木が下向きに曲がる場所

は、崩壊の発生源が集まる危険地形です。下向きに曲がった立木は斜面上部か

らの土砂移動に耐えるため、根が太く発達しています。 

斜面下部で掘削や立木を伐採すれば、崩壊の危険性は高まりますので、注意

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下向きに曲がる立木 

危険地形での立木の曲がり 根が太く発達した立木 

斜面下部で掘削や立木
を伐採すれば、崩壊の
危険性が高まります。 
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３ チェックポイントのまとめ  

本項では、前項までの重要なチェックポイントをまとめました。 

 

１ 図面による崩壊の影響や危険性の判断  

（１）施業地と保全対象との位置関係（保全対象距離図を使用）  

保全対象までの距離が 2km 以内の範囲で施業する場合は、施業地が崩

壊する危険性を確認します。 

特に、施業地と住宅地や公共施設等の保全対象までの距離が 500m 以

内の場合は、皆伐や道づくりをできるだけ避けるようにします。 

（２）崩壊の危険性が高い地形の把握  

 ① 「急傾斜地」の把握（傾斜区分図を使用） 

傾斜が 35°以上の場所では、皆伐や道づくりはできるだけ避けるよ

うにします。 

※ 崩壊は傾斜が 30°から増えはじめ、特に 35°以上ではその危険性が顕著です。 

ただし、傾斜が 35°未満の場所で施業する場合も、施業地が崩壊す

る危険性を確認します。 

② 危険性が高い地形の把握（CS 立体図を使用） 

ア 広域的な視点での把握（色の濃淡での把握） 

明らかに色が濃い場所は、過去に崩壊や土石流が起き、急傾斜で凹

凸が激しい危険地形であるため、皆伐や道づくりは避けるようにしま

す。 

イ 崩壊の発生源となる地形の凹凸の把握（地形の形状での把握） 

「崩壊の発生源」となる青いくぼ地が集まり、うろこ状になってい

る場所は、斜面が面的に崩れ始めており崩壊の危険性が高いので、皆

伐や道づくりは避けるようにします。 

※ くぼ地は斜面上部が青色に、斜面下部が赤色に見えます。 
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２ 植生や樹木の形状による崩壊の危険性の確認 

（１）植生の状況からの地下水の存在の確認 

地下水がある場所が危険地形に該当すれば、崩壊の危険性が高まりま

すので注意が必要です。 

※ 地面に大きいサイズの“シダ”が繁茂していたり、立木の樹皮が隠れるほど

“コケ”が付着していたりする場所には地下水があります。 

（２）樹木の形状による危険性の確認  

斜面下部で掘削や立木を伐採すれば、崩壊の危険性が高まりますので

注意が必要です。 

※ 斜面上部の立木が上向きに曲がり、斜面下部の立木が下向きに曲がっている場所

は、崩壊の発生源が集まる危険地形です。 
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Ⅲ 林地保全に配慮した施業  

皆伐や道づくりは森林環境を大きく変え、森林土壌へダメージを与える行

為です。これらの作業を一度実施すれば、土壌の回復には長い期間を要する

ため、施業に当たっては周辺に影響を及ぼさないよう配慮が必要です。 

皆伐や道づくりについての具体的な手法や手段、配慮すべき事項について

は、林野庁や熊本県で次のとおり定めており、作業を行う場合はこれらに基

づき適切に行います。 

・ 主伐時における伐採・搬出指針 （林野庁） 

・ 熊本県における伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 

・ 熊本県森林作業道作設指針 

本章では、施業地に崩壊の危険性がある場合の対応について、以下の順で

示しています。 

１ 崩壊の危険性を考慮した伐採 

２ 崩壊の危険性を考慮した道づくり 

３ 皆伐後の適切な植栽 

４ 森林所有者への説明 
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１  崩壊の危険性を考慮した伐採  

崩壊の危険性が判断された施業地については、その危険性の程度に応じて、

伐採範囲や伐採方法を検討する必要があります。 

そこで本項では、崩壊の危険性が判断された林地を伐採する時の対応につい

て、次のとおり示しています。 

（１） 皆伐によらない施業 

（２） 崩壊の発生源を避けた伐採 

 

 

（１）皆伐によらない施業 

保全対象との距離が 500ｍ以内の場所や、「崩壊の発生源」の規模が大きく

複数確認された場所では、皆伐をできるだけ避け、間伐や択伐による伐採方法

を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

  間伐による伐採方法の選択 
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（２）崩壊の発生源を避けた伐採 

「崩壊の発生源」があり、その下部の木が下向きに曲がっている場合、その

場所は崩壊の危険性が高い箇所です。 

「崩壊の発生源」に生育する立木は、根の働きにより崩壊を防いでいます。 

皆伐や間伐を計画する場合は、「崩壊の発生源」に生育する立木は伐らずに

保残帯として残します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「崩壊の発生源」に生育する立木を保残帯として残した伐採 
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また、やむを得ず「崩壊の発生源」に生育する立木を伐採しないといけない

場合は、その下部にある木を、必ず伐らないで残し、健全な大径木として育て

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考７】崩壊を防ぐ働きをしている木 

「崩壊の発生源」の下部にある木は、崩壊を防ぐ働きに大きく影響してお

り、「要木（かなめぎ）」と言います。 

この要木を伐採してしまった場合や、伐採後に「崩壊の発生源」が確認され

た場合は、同じ位置に植栽し、要木として育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「崩壊の発生源」 

「崩壊の発生源」の下部にある木を残した伐採 

「崩壊の発生源」の下部にある要木 「崩壊の発生源」と要木 
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２  崩壊の危険性を考慮した道づくり  

林業において作業道や集材路の開設といった道づくりは不可欠です。一方

で、道をつくることで、土壌が露出する、雨水等がたまりやすくなるなど、林

地の崩壊が発生する危険性は高くなります。 

また、伐採木の搬出を行った後も、これらの道が残っている限り、崩壊の危

険性は無くなりません。 

そこで本項では、崩壊の危険性が判断された林地での道づくりについて、次

の考え方を示しています。 

（１） 架線による木材搬出 

（２） 崩壊の発生源を避けた道づくり 

（１）架線による木材搬出 

保全対象との距離が 500ｍ以内の場所、傾斜 35 度以上の急傾斜地及び、

「崩壊の発生源」の規模が大きく複数確認された場所は、道をつくること

で崩壊（下流域の被災）の危険性が高くなる箇所です。 

こうした場所では、道づくりによる搬出はできるだけ避け、集材機、タ

ワーヤーダ、スイングヤーダなど、架線系での搬出方法を選定します。 

 

 

 

 

 

 

  架線系による木材搬出 
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（２）崩壊の発生源を避けた道づくり 

路網整備を計画している施業地内に、「崩壊の発生源」などの崩壊の危険性

が高いと判断された箇所が確認された場合は、その場所を通らないように、線

形について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、やむを得ず開設する道の一部が、「崩壊の発生源」や急傾斜地を通過

する場合は、簡易構造物等による適切な対策や路面排水施設の設置など、適切

な対策を講じます。 

 

 

 

 

  

丸太組構造物を使用した道づくり 

「崩壊の発生源」を避けた道づくり 
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３  皆伐後の適切な植栽  

崩壊の危険性が判断された場所で皆伐を実施した場合、人工造林により速

やかに森林に回復させるようにします。 

 

【参考８】伐採による木の根の崩壊を防止する働きの低下 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木を伐採すると伐採木の根は腐りはじめ、年数が経つにつれて崩壊を

防ぐ根の働きは低下します。 

  一方で、伐採後に植栽すれば、新植木の根は時間とともに生長し、崩

壊を防ぐ働きが高くなります。 

  このことから、皆伐を行った後に、速やかに植栽を行うことで、皆伐

地での崩壊を防ぐ根の効果が低下する期間を短くすることができます。 

  

伐採・植栽後の根の崩壊を防止する働きの経年変化 

（北村ら 1981 に加筆） 
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４  森林所有者への説明  

崩壊の危険性が高い箇所で皆伐や道づくりを行う場合、その危険性に応じ

た作業を行う必要がありますが、その場合には経費の掛かり増しが生じるな

ど、森林所有者が望む施業ができないこともあります。 

しかし、危険性を考慮せずに施業を行えば、その下流側では土砂災害が発

生する可能性があります。 

このことを森林所有者に十分に理解してもらえるよう、現場の林業者とし

ても、わかりやすく丁寧に説明するようにします。 
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Ⅳ 参考資料  

 

１ 私達の地域の山は崩れやすいのか 

２ 主伐時における伐採・搬出指針 （林野庁） 

３ 熊本県における伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 

４ 熊本県森林作業道作設指針 
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１  私達の地域の山は崩れやすいのか  

改めて地域の災害の危険度を再認識するため、熊本県における雨の降り方、

地盤特性を紹介します。 

（１）雨の降り方 

① 1 時間に降る最大の降雨量 

一般的に、1 時間に 30 ㎜を超える雨が降ると斜面崩壊・土石流が発生し

始めると言われています。 

熊本県では、過去１時間で最大 100 ㎜以上降った記録があり、近年で

は、１年間に必ず 1 回は 1 時間に 50 ㎜以上の雨が降っています。 

 

② 1 年間の降水回数 

一般的に 200 ㎜以上の連続した雨が降れば、崩壊や土石流の危険性が高く

なると言われています。また、400 ㎜以上の連続した雨が降れば、深層崩壊

や大規模崩壊が発生する確率が高くなります。 

熊本県では、連続 400mm 以上の連続した降水の記録があり、近年では、

連続 200 ㎜以上の降水が少なくとも年平均 2 回以上を超えています。 

 

  雨の降り方についての情報は、「気象庁」のホームページの「各種デー

タ・資料」に掲載されていますので、をご参照ください。 

  気象庁ホームページ 

https://www.jma.go.jp/jma/index.html 
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（２）地盤特性 

① 断層 

熊本県には、布田川断層、日奈久断層、人吉盆地南緑断層等の規模が大き

い断層があります。（断層の説明は P12 を参照） 

断層の周辺には、断層が発生したときに岩石が粉々に砕かれた部分があ

り、その部分を破砕帯といいます。破砕帯の幅は断層の規模が大規模である

ほど広く、断層長の 1/1000～1/100 と言われます。 

断層面や破砕帯付近は、地盤の風化が進み、水が地下に浸透しやすいた

め、活断層の付近では、崩壊の危険性が高くなります。 

 

断層についての情報は、以下の URL をご参照ください。 

産総研地質調査総合センターウェブサイト(2020) 「地質 navi」 

https://gbank.gsj.jp/geonavi/ 
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２  主伐時における伐採・搬出指針  （林野庁）  
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３  熊本県における伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

４  熊本県森林作業道作設指針  
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